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令和6年度月額保険料

賦課区分と種別

歳入 被保険者見込数＝10,900人
金      額 構成率 被保険者1人
（千円） （％） 当たり（円）

歳出

科      目

令和6年度予算表１

表２

合      計

金      額 構成率 被保険者1人
（千円） （％） 当たり（円）科      目

合      計

18,500
5,900
24,400
14,900
4,600
19,500
12,800
3,400
16,200
9,200
2,800
12,000
6,000
2,000
8,000
4,100
1,500
5,600
9,200
2,800
12,000
3,300
1,300
4,600

1,200
0

1,200
1,000

0
1,000
900
0

900
700
0

700
500
0

500
300
0

300
700
0

700
300
0

300

19,700
5,900
25,600
15,900
4,600
20,500
13,700
3,400
17,100
9,900
2,800
12,700
6,500
2,000
8,500
4,400
1,500
5,900
9,900
2,800
12,700
3,600
1,300
4,900

※特別家族とは、25歳以上 60歳未満の家族のうち、妻・母・
祖母・学生・障害者以外の方です。特別家族保険料は、25
歳以上 30歳未満の組合員と同額です。

介護分（40歳以上65歳未満） 3,300 200 3,500

30歳以上
40歳未満

25歳以上
30歳未満

25歳未満

家
　
　
　族

一般家族

特別家族

未就学家族

組

合

員

法人代表者

40歳以上

医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計
医療分
後期分
計

保
険
料
引
上
げ

医療分
介護分

1,854,886
2

1,867,615
2

979
1

67,949
2,155

1
6,003

316,119
4,451

4,120,163

国 民 健 康 保 険 料
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
前期高齢者交付金
出 産 育 児 交 付 金
県 支 出 金
共 同 事 業 交 付 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入

45.02
0.00
45.33
0.00
0.02
0.00
1.65
0.05
0.00
0.15
7.67
0.11

100.00

170,173
0

171,341
0
90
0

6,234
198
0

551
29,002
408

377,997

1,641
167,593
2,318,191
754,278
90,913
325,524

2
94,696
192,108
4,880
17,376
152,961
4,120,163

組 合 会 費
総 務 費
保 険 給 付 費
後期高齢者支援金等
前期高齢者納付金等
介 護 納 付 金
流行初期医療確保拠出金等
共 同 事 業 拠 出 金
保 健 事 業 費
積 立 金
諸 支 出 金
予 備 費

0.04
4.07
56.26
18.31
2.21
7.90
0.00
2.30
4.66
0.12
0.42
3.71

100.00

151
15,376
212,678
69,200
8,341
29,865

0
8,688
17,625
448
1,594
14,031
377,997

　

２
月
20
日
㈫
午
前
10
時

か
ら
、
本
部
会
館
に
お
い

て
、
吉
田
謹
士
議
長
、
古

川
義
之
副
議
長
ら
組
合
会

議
員
31
人
（
委
任
状
提
出

の
６
人
を
含
む
。）、
中
西

孝
司
理
事
長
、
吉
田
和
照

副
理
事
長
、
宮
瀧
友
亮
副

理
事
長
、
杉
本
保
法
令
遵

守
担
当
理
事
の
出
席
で
２

月
通
常
組
合
会
が
開
催
さ

れ
、
令
和
６
年
度
の
事
業

計
画
や
歳
入
歳
出
予
算
な

ど
８
議
案
を
審
議
い
た
だ

き
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
予
算
の
総

額
は
、
41
億
２
０
１
６
万

３
千
円
で
、
前
年
度
に
比

べ
て
２
２
０
９
万
６
千
円
、

０
・
53
％
の
減
と
な
っ
て

い
ま
す
。【
表
１
】

　

歳
出
の
半
分
以
上
を
占

め
る
保
険
給
付
費
の
う
ち
、

療
養
給
付
費
（
医
療
機
関

に
支
払
う
費
用
）
は
、
被

保
険
者
一
人
ひ
と
月
当
た

り
１
万
４
６
２
２
円
で
、

令
和
５
年
度
見
込
み
の
４

％
増
で
計
上
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
関
係
の
納
付
金
は
、

国
の
示
す
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
値
を
基
に
計
上
し
て

い
ま
す
。
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
は
、
令
和
４
年
度

の
マ
イ
ナ
ス
精
算
が
あ
る

た
め
、
前
年
度
に
比
べ
て

１
４
８
６
万
８
千
円
、

１
・
93
％
減
の
７
億
５
４

２
７
万
８
千
円
、
介
護
納

付
金
も
、
令
和
４
年
度
の

マ
イ
ナ
ス
精
算
に
よ
り
、

前
年
度
に
比
べ
て
７
５
７

万
４
千
円
、
２
・
３
％
減

の
３
億
２
５
５
２
万
４
千

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
前

期
高
齢
者
納
付
金
は
、
令

和
４
年
度
の
65
歳
以
上
の

医
療
費
が
大
き
く
伸
び
た

こ
と
等
に
よ
り
、
前
年
度

に
比
べ
て
５
３
４
９
万
６

千
円
、
１
４
３
・
０
％
増

の
９
０
９
１
万
３
千
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

令
和
４
年
度
に
も
ら
っ
て

い
た
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
精
算
に
よ
り
全
額
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
た
め
、
国
庫
支
出
金

返
納
金
に
１
１
３
２
万
５

千
円
を
計
上
し
て
お
り
、

前
期
高
齢
者
関
係
の
支
出

だ
け
で
１
億
円
を
超
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

歳
入
の
う
ち
、
保
険
料

は
、
18
億
５
４
８
８
万
６

千
円
で
す
。
月
額
保
険
料

の
引
上
げ
に
よ
り
、
前
年

度
に
比
べ
て
７
４
９
４
万

７
千
円
、
４
・
２
％
の
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。
国
庫

支
出
金
（
国
か
ら
の
補
助

金
等
）
は
、
18
億
６
７
６

１
万
５
千
円
で
、
前
年
度

に
比
べ
て
２
８
６
７
万
１

千
円
、
１
・
５
％
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
事
業
計
画

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

■
保
険
料
の
引
上
げ

　

令
和
４
年
度
の
後
半
か

ら
医
療
費
が
伸
び
て
い
る

こ
と
、
特
に
65
歳
以
上
の

医
療
費
が
伸
び
た
こ
と

で
前
期
高
齢
者
納
付
金

等
が
大
き
く
増
加
す
る
こ

と
か
ら
、
医
療
給
付
費
分

の
月
額
保
険
料
は
、
組
合

員
で
５
０
０
〜
１
２
０
０

円
、
家
族
で
３
０
０
円
と

大
幅
な
引
上
げ
と
な
り
ま

す
。
介
護
分
の
月
額
保
険

料
は
、
前
々
年
度
か
ら
赤

字
が
続
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
２
０
０
円
の
引
上
げ

と
な
り
ま
す
。
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
の
月
額
保
険

料
は
、
支
出
の
減
と
前
年

度
の
保
険
料
引
上
げ
に
よ

り
余
裕
額
が
で
き
た
こ
と

か
ら
据
置
き
と
し
て
い
ま

す
。【
表
２
】

　

な
お
、
医
療
給
付
費
分

は
、
保
険
料
を
引
き
上
げ

て
も
な
お
歳
入
が
不
足
す

る
た
め
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
の
余
裕
額
で
補
填

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
産
前
産
後
期
間
に
係
る

保
険
料
の
減
免

出
産
し
た
被
保
険
者
の
産

前
産
後
期
間
（
４
か
月

間
）
の
保
険
料
を
減
免
し
、

令
和
６
年
１
月
分
に
遡
及

し
て
適
用
し
ま
す
。
な
お
、

減
免
し
た
額
は
、
国
か
ら

補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
証
の
廃
止

　

政
府
は
、
令
和
６
年
12

月
２
日
で
保
険
証
を
廃
止

し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
保

険
証
利
用
登
録
を
し
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
に

一
本
化
す
る
と
し
て
い
ま

す
が
、
制
度
開
始
時
点
で

既
に
交
付
済
み
の
保
険
証

は
、
そ
の
後
も
最
長
１
年

は
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
香
建
国
保
で

は
令
和
６
年
度
の
保
険
証

を
従
来
ど
お
り
１
年
有
効

な
も
の
で
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
政
府
に
よ
る
と
、

保
険
証
廃
止
後
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
の
登
録
を
し
て

い
る
方
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
医
療
機
関
を
受

診
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

登
録
を
し
て
い
な
い
方
に

は
保
険
証
の
有
効
期
限
終

了
後
に
「
資
格
確
認
書
」

（
現
行
の
保
険
証
と
同

じ
サ
イ
ズ
で
同
じ
記
載
内

容
）
を
発
行
し
、
こ
れ
で

受
診
す
る
よ
う
求
め
て
い

ま
す
。
詳
細
な
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
な

部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、

引
き
続
き
政
府
に
よ
る
情

報
を
注
視
し
、
被
保
険
者

が
医
療
機
関
を
受
診
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
適
切
な
対

応
を
し
て
い
き
ま
す
。

■
特
定
健
診
・
特
定
保
健

指
導
の
推
進

　

よ
り
多
く
の
方
に
健
診

を
受
け
て
い
た
だ
き
、
健

康
づ
く
り
や
健
康
管
理
に

役
立
て
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
労
働
組
合
や
支
部
と

協
力
し
て
呼
び
か
け
を
行

い
、
特
定
健
診
受
診
率
70

％
の
目
標
を
達
成
し
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
は
、
目
標

値
の
実
施
率
50
％
達
成
を

目
指
し
ま
す
。

■
健
診
事
業
の
充
実

　

日
曜
日
を
中
心
と
し
た

バ
ス
健
診
を
年
31
回
実
施

し
ま
す
。

■
バ
ス
健
診
当
日
の
特
定

保
健
指
導
の
実
施

　

バ
ス
健
診
当
日
の
腹
囲

・
血
圧
の
測
定
結
果
、
質

問
票
の
回
答
内
容
か
ら
、

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と

な
る
可
能
性
が
高
い
方
に

対
し
て
、
健
診
当
日
に
特

定
保
健
指
導
を
実
施
し
ま

す
。
対
象
者
の
方
に
は
、

健
診
ス
タ
ッ
フ
や
保
健
師

が
声
を
お
か
け
す
る
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト

制
度
〔
40
歳
以
上
対
象
〕

　

特
定
健
診
を
受
け
た
方

に
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト

を
付
与
し
、
ポ
イ
ン
ト
数

に
応
じ
た
給
付
金
を
翌
年

度
に
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
７
年
度
支

給
分
（
令
和
６
年
度
受
診

分
）
か
ら
健
診
結
果
良
好

又
は
特
定
保
健
指
導
終
了

に
よ
る
ポ
イ
ン
ト
を
廃
止

し
、
特
定
健
診
受
診
分
の

ポ
イ
ン
ト
の
み
（
２
千
円

分
）
に
縮
小
し
ま
す
が
、

令
和
６
年
度
支
給
分
は
、

従
来
ど
お
り
支
給
し
ま
す
。

■
40
歳
未
満
の
バ
ス
健
診

　

40
歳
未
満
（
家
族
は
20

歳
以
上
）
の
方
も
無
料
で

バ
ス
健
診
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
若
い
う
ち

か
ら
健
診
受
診
を
習
慣
化

し
、
健
康
づ
く
り
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

■
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
に
対
す
る
助
成

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
大

流
行
す
る
と
医
療
費
が
跳

ね
上
が
り
、
保
険
料
の
引

上
げ
に
つ
な
が
る
の
で
、

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ

う
。
接
種
１
回
に
つ
き
２

千
円
を
助
成
す
る
の
で
組

合
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
ア
ス
ベ
ス
ト
検
診

　

建
設
業
は
、
ア
ス
ベ
ス

ト
ば
く
露
の
多
い
職
種
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
バ
ス
健

診
等
で
実
施
し
た
胸
部
Ｘ

線
検
査
の
画
像
を
専
門
医

が
再
読
影
し
、
有
所
見
者

に
通
知
の
う
え
二
次
検
診

を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

ア
ス
ベ
ス
ト
が
原
因
の
病

気
が
疑
わ
れ
る
方
に
対
し

て
労
災
申
請
に
向
け
た
相

談
や
診
察
を
実
施
し
ま
す
。

【
事
業
の
詳
細
は
、「
国

保
組
合
だ
よ
り
号
外
」
と
、

保
険
証
更
新
時
に
配
付
す

る
「
香
建
国
保
の
し
お

り
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。】

　

医
療
費
が
大
き
く
伸
び

て
お
り
、
令
和
６
年
度
も

保
険
料
の
引
上
げ
が
必
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
支
援
金
や

介
護
納
付
金
の
増
加
は
、

私
た
ち
の
努
力
が
及
び
に

く
い
も
の
で
す
が
、
医
療

費
の
伸
び
は
、「
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

（
自
分
の
体
や
健
康
に
責

任
を
も
ち
、
自
分
の
健
康

は
自
分
で
守
る
こ
と
）
に

よ
り
抑
制
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

毎
年
、
積
極
的
に
健
診
を

受
け
て
病
気
の
早
期
発
見

・
早
期
治
療
を
心
が
け
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

取
組
が
、
皆
さ
ん
の
将
来

の
健
康
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活

の
質
）
の
維
持
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
保
険
証
は
従
来

ど
お
り
１
年
間
有
効
で
発
行

国
に
よ
る
12
月
の
保
険
証
廃
止
施
行
の

あ
と
も
３
月
31
日
ま
で
使
用
可
能




